
 

 

 

 

 

    

普及指導員の資質向上に向けた研修会を開催 

 

研修の第一弾として、８月 26日、甲賀農業農村振興事務所職員とインターンシ

ップの学生を対象に、甲賀地域における獣害対策について次長を講師に所内研修を

開催しました。 

甲賀管内では、主にサル、イノシシおよびシカによる被害が継続して発生し、さ

らに近年では、中型獣のハクビシン、アライグマによる被害が多発しています。 

獣害対策の基本的な考え方は、①生息地管理、②農地管理、③個体数管理の３つ

を適切に実施することが必要です。そのため地域では集落環境点検にもとづいた緩

衝帯や防護柵等の設置が、また、水稲のヒコバエや放任果樹の除去など、野生獣の

餌付け防止対策を適切に講じることが重要です。 

現地研修では、過去から先駆的に取り組まれた集落ぐるみの対策の事例も見学し

ました。 

獣害対策は、なかなか即効的な対策はありませんが、個人だけでなく集落全体で

対応が必要なこと、さらに、対策を継続し、農作物が栽培できるまでの状態に復帰

することで集落の活性化に繋げていくことが重要です。 

当課では、引き続きこのような研修会の開催を通じて職員の資質向上を図りま

す。 
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